
 

第２章 個別労働紛争に関するあっせん 
 
第１節 あっせんの状況 
 
１ あっせんの係属状況

概況

あっせんを実施している労働委員会は、 年末現在、 道府県労委である。

年に係属した個別労働紛争に関するあっせん件数は 件で、このうち 年から繰

越されたものは 件、新規に係属したものは 件であった（第 表参照）。

 
新規係属件数

新規係属件数は 件で、 年に比べ 件の減少となった。過去５年の推移は、 年

件、 年 件、 年 件、 年 件となっている（図５参照）。

 
開始事由別新規係属状況

新規係属事件を開始事由別にみると、労働者からの申請が 件・ ％（ 年

件・ ％）、使用者からの申請が６件・ ％（同９件・ ％）、労使双方からの申請が

０件・０％（同０件・０％）であった（第 表参照）。

 
道府県労委別新規係属状況

新規係属事件を道府県労委別にみると、鳥取 件・ ％（ 年 件・ ％）が最

も多く、以下、北海道 件・ ％（同 件・ ％）、静岡 件・ ％（同 件・

％）、宮城 件・ ％（同 件・ ％）、新潟 件・ ％（同 件・ ％）が

続いている（第 表参照）。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

第 表 道府県労委別個別労働紛争あっせん件数

（単位：件）

北海道 2 18 20 4 5 7 1 17 3

青　森 0 2 2 0 1 0 0 1 1

岩　手 0 3 3 0 2 0 0 2 1
宮　城 1 15 16 2 9 2 1 14 2

秋　田 2 3 5 1 4 0 0 5 0

山　形 0 1 1 0 0 0 0 0 1

福　島 5 11 16 5 7 2 0 14 2

茨　城 1 2 3 0 2 1 0 3 0

栃　木 1 2 3 1 2 0 0 3 0

群　馬 1 4 5 1 4 0 0 5 0

埼　玉 2 12 14 4 10 0 0 14 0

千　葉 0 12 12 3 8 0 0 11 1

東　京 - - - - - - - - -

神奈川 0 0 0 0 0 0 0 0 0

新　潟 0 13 13 3 6 2 0 11 2

山　梨 0 1 1 0 1 0 0 1 0

長　野 1 4 5 3 1 0 0 4 1

静　岡 0 17 17 6 6 4 1 17 0

富　山 1 6 7 4 2 0 0 6 1

石　川 1 4 5 2 0 1 0 3 2

福　井 0 5 5 2 3 0 0 5 0

岐　阜 0 1 1 0 0 1 0 1 0

愛　知 3 7 10 7 1 0 0 8 2

三　重 0 2 2 1 1 0 0 2 0

滋　賀 1 5 6 2 4 0 0 6 0

京　都 0 6 6 2 3 1 0 6 0

大　阪 0 1 1 0 1 0 0 1 0

兵　庫 - - - - - - - - -

奈　良 0 2 2 0 1 0 0 1 1

和歌山 0 2 2 0 2 0 0 2 0

鳥　取 6 29 35 13 13 3 2 31 4

島　根 0 5 5 1 1 0 0 2 3

岡　山 0 1 1 1 0 0 0 1 0

広　島 1 9 10 3 5 1 0 9 1

山　口 0 6 6 1 4 1 0 6 0

徳　島 0 12 12 8 4 0 0 12 0

香　川 1 1 2 0 2 0 0 2 0

愛　媛 0 3 3 0 3 0 0 3 0

高　知 1 9 10 3 7 0 0 10 0

福　岡 1 4 5 4 1 0 0 5 0

佐　賀 0 2 2 2 0 0 0 2 0

長　崎 0 3 3 0 2 1 0 3 0

熊　本 0 10 10 5 3 1 0 9 1

大　分 0 2 2 0 1 0 0 1 1

宮　崎 0 8 8 1 4 1 0 6 2

鹿児島 0 3 3 2 0 1 0 3 0

沖　縄 0 7 7 1 2 1 0 4 3

31 271 302 94 137 31 5 267 35

35.2% 51.3% 11.6% 1.9% 100%

24 310 334 133 140 29 1 303 31

43.9% 46.2% 9.6% 0.3% 100%

         次の制度がある。 

　　　　 福岡県 ： 県によるあっせんを実施。その中で労働委員会委員によるあっせんの

                             制度が設けられている。 (表中は委員によるあっせんの件数)　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　2.　総計には、福岡県の件数は含まれていない。

あ　　っ　　せ　　ん

係　　属　　件　　数 終　　結　　件　　数
次期

繰越
前期

繰越

新規係

属件数
計 解決 打切 取下 不開始 計

（注）1.　東京都、兵庫県、福岡県には労働委員会が主体となる制度は設けられていないが、

　　　　 東京都 ： 都によるあっせんを実施。

　　　　 兵庫県 ： 労使相談センターによるあっせんを実施。

28年（注2）

総計（注2）

都道府県

労委

区分
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図５ あっせん件数の推移

（単位：件）

    （注）　個別労働紛争に関するあっせん実施道府県労委の計（44労委）。

年 年 年 年 年

係属

件数

うち

新規

第 表 新規係属事件における開始事由別個別労働紛争あっせん件数の推移

（単位：件）

開始事由

年

25年

26年

27年

28年

29年

労働者申請 使用者申請 労使双方申請 計

 

２ あっせん事件における関係当事者の特徴

労働組合の有無別及び従業員数規模別事業主の状況

終結した事件を労働組合の有無別・従業員数規模別にみると、労働組合ありでは、従業

員数が９人以下は０件・０％（ 年０件・０％）、 人以上 人以下は６件・ ％（同

５件・ ％）、 人以上 人以下は３件・ ％（同５件・ ％）、 人以上 人以

下は６件・ ％（同 件・ ％）、 人以上 人以下は３件・ ％（同 件・

％）、 人以上は 件・ ％（同 件・ ％）であった。

労働組合なしでは、従業員数が９人以下は 件・ ％（同 件・ ％）、 人以

上 人以下は 件・ ％（同 件・ ％）、 人以上 人以下は 件・ ％

（同 件・ ％）、 人以上 人以下は 件・ ％（同 件・ ％）、 人

以上 人以下は９件・ ％（同５件・ ％）、 人以上は 件・ ％（同 件・

％）であった（第 表参照）。
 
第 表 当事者である事業主の状況

（単位：件）

10人以上 50人以上 100人以上 300人以上

49人以下 99人以下 299人以下 499人以下

（注）　件数は終結件数である。28年は8件、29年は16件が不明。

９人以下 500人以上 合計

29年

（28年）

組合あり

組合なし

合計

労働者の就労状況

終結した事件の労働者の就労状況は、正社員が 件・ ％（ 年 件・ ％）、

パート・アルバイトが 件・ ％（同 件・ ％）、契約社員が 件・ ％（同

件・ ％）、派遣労働者が 件・ ％（同 件・ ％）、その他が６件・ ％（同

件・ ％）となっている（第 表、図６参照）。
 
第 表 個別労働紛争の当事者である労働者の就労状況

（単位：件）

就労状況

28年

29年

（注）1.　 件数は終結件数である。

      2.　 就労状況の「その他」とは、業務委託、試用期間、嘱託など。

正社員
パート・

アルバイト
派遣労働者契約社員 その他 計
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図５ あっせん件数の推移
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図６ 労働者の就労状況

正社員
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契約社員
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派遣労働者
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その他

その他

年
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労働者の就労状況別及びあっせんの内容別事項

終結事件に係る労働者の就労状況別・あっせんの内容別事項を見てみると、いずれの就

労状況でも「経営又は人事」が最も多く、次いで、「正社員」及び「派遣労働者」では「賃

金等」が、「パート・アルバイト」では「職場の人間関係」が、「契約社員」では「労働条

件等」が多くなっている（第 表参照）。

 
第 表 労働者の就労状況、内容別個別労働紛争あっせん事項

（単位：項目）

事項

就労状況

（注）1. 　複数の内容を含むあっせんもあるため、合計は終結件数とは一致しない。

      2. 　下段の（　）は、各就労状況におけるあっせん事項の順位を表す。

経営又は
人事

賃金等 労働条件等
職場の

人間関係
その他 合計

パート･
アルバイト

正社員

契約社員

派遣労働者

その他

 

３ あっせん内容の特徴

新規係属事件 件に係るあっせんの内容別事項数 件（ 年 件）のうち、「経

営又は人事」が 件・ ％（同 件・ ％）、「賃金等」が 件・ ％（同

件・ ％）、「職場の人間関係」が 件・ ％（同 件・ ％）、「労働条件等」

が 件・ ％（同 件・ ％）、「その他」が 件・ ％（同 件・ ％）とな

っている。

年と比べると、「その他」が３件増加し、「経営又は人事」は 件、「賃金等」は

件、「労働条件等」は 件、「職場の人間関係」は 件それぞれ減少した（第 表参照）。

 
第 表 新規係属事件における内容別個別労働紛争あっせん事項の推移

新規
係属

事件数

25年

26年

27年

28年

29年

（注）　複数の内容を含むあっせんもあるため、合計は新規係属事件数に一致しない。

（単位：項目、件）

経営又は
人事

賃金等 労働条件等
職場の

人間関係
その他 合計

４ あっせん員の構成

終結した事件 件のうち、あっせん員の指名がされた 件（ 年 件）につい

て、あっせん員の構成をみると、公・労・使三者委員によるものが 件・ ％（同

件・ ％）、委員及び事務局職員が 件・ ％（同 件・ ％）などとなっている

（第 表及び第 表参照）。
 
第 表 あっせん員の構成

（単位：件）

28年

29年

委 員 委員＋非委員 非 委 員

三者構成 その他
合計

うち、委員
三者構成

公益委員
のみ

その他

委員及び事務局職員

その他
事務局
職  員
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が 件・ ％（同 件・ ％）、「その他」が 件・ ％（同 件・ ％）とな

っている。

年と比べると、「その他」が３件増加し、「経営又は人事」は 件、「賃金等」は

件、「労働条件等」は 件、「職場の人間関係」は 件それぞれ減少した（第 表参照）。

 
第 表 新規係属事件における内容別個別労働紛争あっせん事項の推移

新規
係属

事件数

25年

26年

27年

28年

29年

（注）　複数の内容を含むあっせんもあるため、合計は新規係属事件数に一致しない。

（単位：項目、件）

経営又は
人事

賃金等 労働条件等
職場の

人間関係
その他 合計

４ あっせん員の構成

終結した事件 件のうち、あっせん員の指名がされた 件（ 年 件）につい

て、あっせん員の構成をみると、公・労・使三者委員によるものが 件・ ％（同

件・ ％）、委員及び事務局職員が 件・ ％（同 件・ ％）などとなっている

（第 表及び第 表参照）。
 
第 表 あっせん員の構成

（単位：件）

28年

29年

委 員 委員＋非委員 非 委 員

三者構成 その他
合計

うち、委員
三者構成

公益委員
のみ

その他

委員及び事務局職員

その他
事務局
職  員
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５ あっせんの終結

処理状況

年は 年からの繰越 件を含む 件（ 年 件）の係属事件のうち、 件

（同 件）が終結し、 件（同 件）が 年に繰り越された。終結した 件のう

ち、当事者があっせんを行うことに同意したもの（「あっせんあり」）は 件（同 件）、

同意しなかったもの（「あっせんなし」）は 件（同 件）であった（第 表、チャ

ートβ参照）。

あっせんを行うことに同意した事件

あっせんを行うことに同意した事件 件（ 年 件）のうち、あっせん案の提示

があった 件（同 件）の内訳をみると、労使合意したもの（解決）が 件（同

件）、労使合意しなかったもの（打切り等）が４件（同４件）であった。労使合意しなか

った４件の内訳は「労働者側譲歩せず」が３件、「双方譲歩せず」が１件となっている。

また、あっせん案の提示がなかった 件の内訳をみると、打切りが 件、解決が１件、

取下げが１件となっている（チャートβ参照）。

あっせんを行うことに同意しなかった事件

被申請者があっせんを行うことに同意しなかった事件 件（ 年 件）の内訳を

みると、打切りが 件（同 件）と最も多く、以下、取下げ 件（同 件）、自主解

決５件（同４件）、不開始５件（同１件）となっている（チャートβ参照）。
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５ あっせんの終結

処理状況

年は 年からの繰越 件を含む 件（ 年 件）の係属事件のうち、 件

（同 件）が終結し、 件（同 件）が 年に繰り越された。終結した 件のう

ち、当事者があっせんを行うことに同意したもの（「あっせんあり」）は 件（同 件）、

同意しなかったもの（「あっせんなし」）は 件（同 件）であった（第 表、チャ

ートβ参照）。

あっせんを行うことに同意した事件

あっせんを行うことに同意した事件 件（ 年 件）のうち、あっせん案の提示

があった 件（同 件）の内訳をみると、労使合意したもの（解決）が 件（同

件）、労使合意しなかったもの（打切り等）が４件（同４件）であった。労使合意しなか

った４件の内訳は「労働者側譲歩せず」が３件、「双方譲歩せず」が１件となっている。

また、あっせん案の提示がなかった 件の内訳をみると、打切りが 件、解決が１件、

取下げが１件となっている（チャートβ参照）。

あっせんを行うことに同意しなかった事件

被申請者があっせんを行うことに同意しなかった事件 件（ 年 件）の内訳を

みると、打切りが 件（同 件）と最も多く、以下、取下げ 件（同 件）、自主解

決５件（同４件）、不開始５件（同１件）となっている（チャートβ参照）。
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解決状況

年に終結した事件 件（ 年 件）のうち、取下げ・不開始を除く 件（同

件）の終結状況は、解決 件（同 件）、打切り 件（同 件）で、その解決

率は ％（同 ％）であった（第 表参照）。

第 表 個別労働紛争あっせんの終結状況、解決率の推移

（単位：件）

25年

26年

27年

28年

29年

      2.　被申請者の不参加による打切について、平成28年分から「打切」に分類することと

      　とした。

（注）1.　解決率（％）＝解決件数÷取下・不開始を除く終結件数×100

終 結 件 数
解決率

解決 打切 取下 不開始 計

平均処理日数

取下げ・不開始を除く 件（ 年 件）の平均処理日数は 日（同 日）

であった（第 表参照）。
 

（注）あっせん処理日数は、申請書受付日（又はあっせん員指名日・あっせん受任日）～終結日で計

算している。
 
第 表 個別労働紛争のあっせん平均処理日数の推移

（単位：日）

25年 26年 27年 28年 29年

平均処理日数

 

第２節 個別労働紛争あっせん事例 
 
１ 解雇等

イ 採用後２日間勤務しただけで解雇されたとして解雇撤回又は謝罪及び迷惑料の支払

いを求めた事例 
申請者Ｘ（ 歳代）は、ハローワークの紹介でＹ社（卸売業・小売業、従業員数９人

以下）の正社員（営業）募集に応募した。

採用面接において、Ｙ社の社長はＸに対して「ＭＴ車の運転はできるか」と質問した

ところ、Ｘは「運転できる」と回答した。なお、Ｘは、ＭＴ車を運転できる免許を所持

していた。

Ｘは平成○年○月○日Ｙ社に採用され、勤務２日目に部長と営業に出かけることに

なった。しかし、Ｘは、長期間ＭＴ車を運転していなかったことから、ＭＴ車を運転で

きないとして、ＡＴ車を運転して出かけた。

社長は、同日中に、このＸの行動について部長から報告を受けた。翌日、社長は、Ｘ

を呼び出し、実際にＭＴ車を運転できなかったことを理由として、即日解雇を言い渡し

た。

Ｘは、これら一連の出来事をハローワークに相談し、Ｙ社に対し解雇撤回を求めた。

これに対し、Ｙ社は、Ｘに対し２日分の給与を支払ったが、解雇撤回には応じなかった。

このため、Ｘは、ハローワークから当委員会の紹介を受け、あっせんを申請した。

Ｘは、「求人票には「社用車使用（ＭＴ・ＡＴ車）、引き継ぎ業務指導期間１～２か月」

等と記載されており、３か月の試用期間もあるため、すぐにＭＴ車を運転させられると

は思っていなかった。ＭＴ車の運転は、練習すればできると考えていた。社長に呼び出

された時も、練習させてほしいとお願いした。Ｙ社へ就職したため職業訓練校を中途退

学し訓練給付金を受給できなくなった上、解雇により生活費が失われ、また、周囲の人

の信頼を失ったことから、精神的苦痛を受けた。現時点では解雇撤回、謝罪の要求もし

ない。謝罪の意味を含めた金銭的な解決を求める。」と主張した。

Ｙ社は、「求人票には「ＡＴ限定可」と記載したが、ＭＴ車を安全に運転できること

が採用に当たって最も重要であるため、面接時にしっかり確認すればよいと考えてい

た。面接時に即戦力を求めていることを伝え、営業用のＭＴ車を見せて運転できるかと

質問したところ、Ｘは「運転できる」と回答した。しかし、２日目に同行した部長から、

ＸはＭＴ車のエンジンもかけられないと報告を受けた。ＡＴ車は総務経理用であり、営

業車はＭＴ車である。ＭＴ車の運転が未熟なため事故が発生した場合、会社の存続にも

関わる。ＭＴ車を練習させる余裕はない。運転できなければ雇えない。Ｘとの信頼関係

が破綻しており、解雇撤回はできない。金銭的な解決については、嘘をついたこと、即

戦力にならないことから、なぜ支払う必要があるのかと思っている。」と主張した。

あっせんにおいて、あっせん員が双方に事情聴取を行った結果、次のとおり確認した。

①Ｙ社は、即戦力としてＭＴ車を運転できる者を求めており、ＸがＭＴ車を運転できる

と回答したにもかかわらずできなかった点を問題視してＸを解雇したこと。②Ｘは、求

人票の記載内容等から、ＡＴ車を使用できること、ＭＴ車については入社後に練習でき

ると期待していたこと。
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